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移植希望者（レシピエント）選択基準の一部改正について 

 

 

臓器の移植希望者（レシピエント）の選択につきましては、「臓器提供者（ドナー）適

応基準及び移植希望者（レシピエント）選択基準について」（平成９年 10月 16日付け健

医発第 1371号。以下「基準通知」という。）により実施されているところです。 

 この度、第 73回厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会（令和７年７月 30日）の

審議結果を踏まえ、基準通知の別添２（各臓器の移植希望者（レシピエント）選択基準）

のうち、心臓移植希望者（レシピエント）選択基準、心肺同時移植希望者（レシピエン

ト）選択基準、肺移植希望者（レシピエント）選択基準、肝臓移植希望者（レシピエン

ト）選択基準、膵臓移植希望者（レシピエント）選択基準及び腎臓移植希望者（レシピエ

ント）選択基準を別紙１から６の新旧対照表のとおり改正することとします。 

 

それぞれの移植希望者（レシピエント）選択基準の項目における適用開始日について

は、以下に示すとおりですので、御了知願います。適用開始日を定めていない項目につい

ては、公益社団法人日本臓器移植ネットワークにおけるあっせんシステムの改修後、改め

て通知を行う予定です。 

また、抗 HLA 抗体検査が未実施又は陽性の場合における対応についても、公益社団法

人日本臓器移植ネットワークにおけるあっせんシステムの改修後、改めて改正を行う予定

ですので、御了知願います。 

 

 参考として、本改正を反映した改正後の心臓移植希望者（レシピエント）選択基準、心

肺同時移植希望者（レシピエント）選択基準、肺移植希望者（レシピエント）選択基準、

肝臓移植希望者（レシピエント）選択基準、膵臓移植希望者（レシピエント）選択基準、

腎臓移植希望者（レシピエント）選択基準、及び小腸移植希望者（レシピエント）選択基

準を添付します。 

  



  
適用開始日 

心臓移植希望者

（レシピエント）

選択基準 

全項目 令和８年３月

16日 

心肺同時移植希望

者（レシピエン

ト）選択基準 

全項目 令和８年３月

16日 

肺移植希望者（レ

シピエント）選択

基準 

全項目 令和８年３月

16日 

肝臓移植希望者

（レシピエント）

選択基準 

３．具体的選択方法 

（５）の第２段落 

また、肝小腸同時移植において、膵臓も含めた移植を希望す

る者については、膵臓移植および膵腎同時移植の希望者がい

ない事例のみ、肝膵小腸同時移植が可能である。 

改めて通知予

定 

上記以外の項目 令和８年３月

16日 

膵臓移植希望者

（レシピエント）

選択基準 

１．適合条件 

（２）前感作抗体 

３．ただし、肝膵小腸同時移植を目的として、膵臓移植希望

者（レシピエント）への登録を行う場合は、リンパ球交叉試

験を実施する必要はない。 

改めて通知予

定 

２．優先順位 の第２段落 

なお、肝膵小腸同時移植のために、膵臓移植希望者（レシピ

エント）に登録している場合は、（２）～（４）は勘案しな

い。 

改めて通知予

定 

２．優先順位 

（５）の表題 

と肝膵小腸同時移植 

改めて通知予

定 

２．優先順位 

（５）膵臓移植（腎移植後膵臓移植、膵単独移植）と膵腎同

時移植と肝膵小腸同時移植 

③ ①，②に該当するレシピエントがいない場合は、肝膵小

腸同時移植希望者（レシピエント）にあっせんされる。 

改めて通知予

定 



（別紙）膵臓レシピエントに係る待機 inactive制度について 

４．膵腎同時移植希望者の「待機 inactive」について 

膵腎同時移植希望者（レシピエント）については、膵臓又は

腎臓のいずれかが「待機 inactive」の場合、膵臓及び腎臓は

臓器のあっせんの対象から除外する。この場合、当該移植希

望者（レシピエント）が「待機 inactive」状態の期間は、移

植希望者（レシピエント）の待機期間の算定対象となる。 

改めて通知予

定 

上記以外の項目 令和８年３月

16日 

腎臓移植希望者

（レシピエント）

選択基準 

４．その他 

（１）待機 inactive制度 

腎臓移植希望者（レシピエント）が、医学的理由により当面

の間移植を受けられない場合又は容体が落ち着いており当面

の間移植を受ける意思がない場合には、（一社）日本臨床腎

移植学会の定める「腎臓レシピエントに係る待機 inactive制

度について」に従い、腎臓移植希望者（レシピエント）の待

機リストを「待機 inactive」とする。 

改めて通知予

定 

上記以外の項目 令和８年３月

16日 

小腸移植希望者

（レシピエント）

選択基準 

２．優先順位 

（２）臓器提供者（ドナー）が 18歳未満の場合は、レシピエ

ント選択時 18歳未満である移植希望者（レシピエント）を優

先する。 

改めて通知予

定 

３. その他 

（１）待機 inactive制度 

小腸移植希望者（レシピエント）が、医学的理由により当面

の間移植を受けられない場合又は容体が落ち着いており当面

の間移植を受ける意思がない場合には、小腸移植希望者（レ

シピエント）の待機リストを「待機 inactive」とする。 

（２）検討 

 基準全般については、今後の移植医療の定着及び移植実績

の評価等を踏まえ、適宜見直すこととする。 

改めて通知予

定 

上記以外の項目 令和８年３月

16日 

 




